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『金融商品取引法・金融サービス提供法』

正 誤 表 ・ 補 記 表

以下のとおり修正し、お詫びいたします。また、一部補記しておりますので、ご活用い

ただけましたら幸いでございます。

該当箇所 誤・補記前 正・補記後

139 頁裁判例５下から 2017年 11月 16日には ② 2017年 11月 16日には
３行目

162頁下から 10行目 およびこれらの取引の媒介 、店頭暗号資産デリバティブ

取引およびこれらの取引の媒介

237頁下から２行目 従来の 10条（過料の制裁規 従来の 10条（過料の制裁規定）
定）が削除された は 97条に移動した

240頁下から９行目 販売」である。具体的には 販売」またはその代理、媒介

である。「金融商品の販売」

とは、具体的には

240頁下から１行目 金融商品販売業者）であり、 金融商品販売業者等）であり、

金商法規定の金融商品取引業 金商法規定の金融商品取引業

の登録を 等の登録を

目次 15 頁見出し第３ 金融商品仲介業 金融サービス仲介業

章、

248頁見出し第３章

目次 16頁見出し５、 認定金融商品仲介業協会 認定金融サービス仲介業協会

259頁見出し５

288頁《な行》 認定有価証券仲介業協会 認定金融サービス仲介業協会

153頁上から 13行目 法人の場合は最低資本金 500 法人、個人とも、営業保証金 500
万円、個人の場合は、営業保 万円の供託が必要である。

証金 500万円である。
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74頁【図表 17】
１ 2020年改正
※掲載の図表

２ 2023年改正

（出典 金融庁ウェブサイト）


